
国税徴収法第９５条の規定に基づき，差押財産を公売することを公告し，及び国税

徴収法第９９条の規定に基づき，見積価額を公告します。 

  平成２２年１０月１５日 

京都市伏見区長 北島 誠一   

１ 公売（入札）開始日時 

  平成２２年１１月２日午後１時３０分  

２ 公売（入札）締切日時 

平成２２年１１月２日午後２時００分 

３ 公売及び開札の場所 

  京都市伏見区深草向畑町９３番地の１ 

  京都市伏見区役所深草支所 ４階第２会議室 

４ 公売の方法 

入札 

５ 開札の日時 

  平成２２年１１月２日午後２時００分 

６ 売却決定の日時 

  平成２２年１１月２日午後３時００分 

７ 売却決定の場所 

  京都市伏見区深草向畑町９３番地の１ 

  京都市伏見区役所深草支所 ４階第２会議室 

８ 買受代金の納付期限 

  平成２２年１１月２日午後４時００分 

９ 買受人の資格その他の要件 

国税徴収法第９２条及び第１０８条第１項該当者は，買受人となることはできま



せん。 

１０ 公売財産上の質権者，抵当権者等の権利内容 

  公売財産上に質権，抵当権，先取特権，留置権その他公売財産の売却代金から配

当を受け取ることができる権利を有する者は，売却決定の日の前日までにその内容

を申し出てください。 

１１ 公売財産の表示，公売保証金額及び見積価額 

  下表のとおり 

売却区分 公売財産（名称等） 見積価額 公売保証金 

１ 茶碗１ 50,000 円 不要 

２ 茶碗２ 50,000 円 不要 

３ 茶碗３ 50,000 円 不要 

４ 茶碗４ 40,000 円 不要 

５ 茶碗５ 50,000 円 不要 

６ 茶碗６ 50,000 円 不要 

７ 茶入 40,000 円 不要 

８ 水指１ 50,000 円 不要 

９ 水指２ 40,000 円 不要 

１０ 片口 15,000 円 不要 

１１ 茶碗７ 20,000 円 不要 

１２ 茶碗８ 50,000 円 不要 

１３ 茶碗９ 30,000 円 不要 

１４ 茶碗１０ 50,000 円 不要 

１５ 茶碗１１ 30,000 円 不要 



    

１６ 茶碗１２ 30,000 円 不要 

１７ 茶碗１３ 10,000 円 不要 

１８ 鉢１ 10,000 円 不要 

１９ 鉢２ 30,000 円 不要 

２０ 鉢３ 10,000 円 不要 

２１ 鉢４ 5,000 円 不要 

２２ 皿１ 30,000 円 不要 

２３ 皿２ 30,000 円 不要 

２４ 香合 30,000 円 不要 

２５ 壺１ 3,000 円 不要 

２６ 壺２ 3,000 円 不要 

２７ 茶道具セット１ 20,000 円 不要 

２８ 茶道具セット２ 20,000 円 不要 

２９ 茶道具セット３ 20,000 円 不要 

３０ 茶道具セット４ 10,000 円 不要 

３１ 茶道具セット５ 10,000 円 不要 

３２ 茶碗１４ 30,000 円 不要 

３３ 茶碗１５ 15,000 円 不要 

３４ 器セット１ 10,000 円 不要 

３５ 器セット２ 10,000 円 不要 

３６ 器セット３ 10,000 円 不要 

３７ 食籠 10,000 円 不要 



    

３８ 花瓶セット 10,000 円 不要 

３９ 花瓶１ 20,000 円 不要 

４０ 花瓶２ 10,000 円 不要 

 

１２ その他事項 

   買受代金は，現金又は小切手（銀行又は信用金庫等の振り出した自己あて小切

手で，京都手形交換所加盟金融機関を支払人とするもの｡)でなければ納付できま

せん。 

   見積価額以上の入札者のうち最高価額の者を最高価申込者と決定し,売却決定

を行います｡  

  公売財産の取得時期は，買受代金の納付があったときです。公売財産に係る危

険負担は，買受代金の全額が納付されたときに買受人に移転しますので，取得後

のき損，焼失等による損害の負担は買受人が負います。 

  京都市は公売財産についてかし担保責任を負いません。 

（伏見区役所深草支所区民部納税課） 


